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○お知らせ広報

○文書の開示

○情報公表

○プレスリリース

○ 府民からの
　信頼の獲得
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WEBによる見える化

府  庁



１．業 務 ・ 施 策 プ ロ セ ス の 見 え る 化

業務システム
（庁内ＬＡＮ）

職員 府民

府ホームページ

　 　　　　チームサイト

○全ての行政文書

○ スケジュール

○ 施策チェックボード

○ 業務連絡

　 　　情報の公表
　　　　　　　ポータルサイト

　　　　　　　　　　　○検索

○ お知らせ

　 　　　所属ウェブサイト

○所属トップページ

○ 事業一覧ページ

○ 施策チェックボード

①
記
録

②
確
認

④
閲
覧

③反映

所属ごとに「チームサイト」を設置 所属ごとに「施策チェックボード」のページを設置

○　情報の記録・管理の
　ルールづくりと徹底

○　情報の共有

○　文書の減量化などの
  推進、業務の効率化

○　情報セキュリティの向上

 ○　府の施策のプロセスを、
　 時系列に、分かりやすく
　 ホームページで公表。

 
 
 ○　府民が施策をチェック、
　 府政への参画が実現

 ○　府民の声に端を発した検討事項

 ○　知事、副知事、部局長からの
　　 指示事項

 ○　府議会で検討を約した事項

 ○　戦略本部会議における議題

 ○　各課の懸案事項に掲げる項目

　　所属の重要施策や懸案課題を
　　わかりやすく公表

府民が素早い検索

検索ページ
「情報の公表ポータルサイト」を設置

 　府民への公表を目指した
　 情報の記録・管理を実践

　◆　情報の記録ルール
　　　・　意思形成プロセスは、仕事の発
　　　　生源、打合せ資料や議事録を記
　　　　録
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全 体 の 流 れ

　◆　情報の管理ルール
　　　・　行政文書の個人保管を禁止し、
　　　　情報の格納場所をチームサイト
　　　　へ統一

　◆　職員の意識改革
　　　・　仕事のやり方そのものを変える
　　　　視点
　　　　　　　（効率化と情報公開）

最新トピックス

府政情報室

スケジュール

ドキュメント

リスト

スケジュール

大阪府メールマガジン「維新通信」第７９号配信！

2009/11/06

2009/11/06

                府政情報室

新しいお知らせの追加

府民の声システム/部長レクの実施

2009/09/10 14:29

2009/09/09 18:43

総務関連のお知らせ

新しいお知らせの追加

年末調整の入力について

  ドキュメント

  広報課
  府民課
  情報公開課 2009/09/09 18:43

議会関連のお知らせ

当初政策的経費について

施策チェックボード（広報課）

2009/09/09 18:43

新しいお知らせの追加

予算関連のお知らせ

新しいお知らせの追加

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ﾘﾆｭｰｱﾙ

究極の情報公開

大阪 太郎

大阪 太郎

新しいドキュメントの追加

施策チェックボード（府民課）

府民の声 大阪 太郎

施策チェックボード（情報公開課）

情報セキュリティ 大阪 太郎

新しいドキュメントの追加

新しいドキュメントの追加

当初政策的経費について 2009/11/13 20:15

お知らせ

最新トピックス
  総務関連
  議会関連
  予算関連
  調査照会
  グループ

調査照会のお知らせ

新しいお知らせの追加

ソフトウエアライセンス調査 2009/11/13 20:15

タイトル 更新日時

タイトル

タイトル

タイトル

タイトル

更新日時

更新日時

更新日時

更新日時

更新者施策名

更新者施策名

更新者施策名

タイトル 更新日時

グループのお知らせ

新しいお知らせの追加

△△研修会のお知らせ 2009/11/13 20:15

リンク集

  庁内Web
  行政文書管理システム
  総務事務システム(SSC)
  大阪府CMS
  大阪府ホームページ
  府政情報室ホームページ
  府民文化部チームサイト

新しいリンクの追加

リンク

  リンク

施策チェッ
クボード

施策の発生源から決定・実行までのプロセスを「見
える化」することで府政の透明性を高め、府民のみ
なさまへの説明責任をはたすとともに、ガバナンス
の強化につなげていきます。

寄せられたご意見はこちら

・ 府民の財産である府政の情報を分かりやすく府民
のみなさまに伝え、府政の透明性を高めます。
・ また、府政に対する府民の声を施策に反映し、ガ
バナンスの強化を図っていきます。

2009年 10月  システム、事業スキームの決定
           11月  公表システム(プログラム)の開発
2010年  1月  モデル職場で施行実施
            7月  モデル実施の評価、基準等再検討
            9月  23年度以降の全庁実施整備

究極の情報公開

１ 府民との情報共有モデル事業の制度設計

１ 府民との情報共有化モデル事業の施行実施の企画立案

課長レク                                                 2009年9月11日

室長レク                                                 2009年9月12日

室長レク                                                 2009年9月13日

部長レク                                                                                  2009年9月14日

課長レク                                                 2009年10月11日

室長レク                                                 2009年10月12日

室長レク                                                 2009年10月13日

○○推進委員会                                      2009年9月10日

○○推進委員会                                      2009年9月11日

○○審議会                                                                              2009年9月10日

○○推進委員会                                      2009年10月10日

○○推進委員会                                      2009年10月11日

所属等 部局等 知事 副知事等

所属等 部局等 知事 副知事等

庁内会議 庁外団体等会議

庁外団体等会議

どこまで進んでいるの？

どのようなご意見が寄せられているの？

概要(説明) 発端は何？

今後の予定は？

庁内会議

仕事のやり方を根本から変革します！

新規

新規

開かれた府庁、透明度日本一を目指します！

－２－
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し

組織的に
検討

当事者

府民の声システムの拡充について

２．拡充内容

全ての
職場で
受け付
ける

あらゆる
人から寄
せられる
府民の声
を受け付
ける

○どこの職場に、誰から寄せられても府
民の立場に立って公平・平等に取扱う
→すべての府民の声を受付ける

○府民の立場に立って声の施策反映を推
進する
→組織対応を強化する

○府民にタイムリーにわかりやすく公表
し、見える化を推進する
→検討状況を公表する

○橋下知事就任以降、膨大な数の府民の声が日
々寄せられ、府民の府政への関心が高まっている

○担当者レベルの取扱いにとどまる
○所属は回答作業に追われ、業務負担が多い一
方、府民の声が施策に十分活かされていない

・仕分けする

（フラグたて）

・部局長・所属長に

直接メール連絡

・府民モニター導入

声を毎月ＨＰ公表

・多く寄せられた声
を毎週ＨＰ公表

・検討状況を毎月
ＨＰ公表

１．現状、課題、見直しの方向性

府民の声

【現 状】
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【課 題】

○府民課に寄せられた声のみの対応にとどまる

○声の取扱い状況が府民に見えない

【見直しの方向性】

・担当者が回答
文作成

・府民に返信

担当者へ送付

声の受付 声への対応 公表

府民の声が、大幅に増加
（月平均：約1500件）

新知事就任
平成21年度平成20年度

あらゆる府民の声に対し公平・平等な取扱い 府民の声の施策反映の推進 府民の声の見える化の推進

提
言
メ
ー
ル
、
提
言
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
提
言
ハ
ガ
キ
の
件
数

～多くの声を平等・公平に府政に活かします～
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【目的】

○ 業務が円滑に流れることを検証し、スムーズな全庁拡大を図るため、段階的に実施する。
○ 検証結果をもとにシステムの改善を行い、平成22年度からよりよいシステムで全庁に拡大実施する。

【実施時期】

○ 平成22年1月27日～

【主な検証項目】

○ 登録関連
・ 登録事務の負担
・ 登録対象の基準

○ フロー関連
・ 見直し後のフロー
・ フラグを立てる基準

【実施部局】

【今後のスケジュール】

平成２２年１月８日 府民文化部各課職員説明
１月12日 各部情報主任へ説明
１月14日 各所属職員への説明（各課単位１名）
１月27日 段階実施開始

平成２２年度～（予定） 全庁拡大

段階実施について

府民文化部＋参加部局 全所属

全所属フロー関連

登録関連

平成22年度～平成22年1月27日～

－５－



府民の声システムの登録対象

１．登録対象
○あらゆる人から寄せられる府民の声

（２）他の制度やシステムで記録され、府民の声システムへの置き換えが困難なもの
①所属に寄せられた府の管理物に関する通報で建設ＣＡＬＳシステムにより処理されるもの
②工事施工、事業実施上の事前調整や交渉
③法令に基づく取り締まりや指導、違法行為等の通報
④専門相談窓口における専門相談

【単なる感想】

（１）一般的な会話の中での単なる感想の表現にとどまるもの

【所管外の事項】

（１）国や市町村に専属する事項
（２）民民に関する事項
（３）府の施策や業務に関係のない営業活動に係るもの
（４）いたずらや、趣旨不明のもの

【周知の事項】
（１）行政の制度や手続き、サービスなどの周知の事項にかかる単なる問合せ

・「周知の事項」とは、公表済みの事項をいう

・他人に関する事項を問合せる場合は、「周知の事項」にあたらない

【重複】

（１）公式又は公開の場における委員会等であって、議事録その他これに類するものとして別途記録がなされるもの
・「公式の場」とは公開・非公開にかかわらず、法令及び条例の規定に基づいて行われる聴聞の場、委員会、審議会並びに関
係者を含めての地元説明会の場等。

・「公開の場」とは公開で行われる説明会、討論会など不特定多数のものが傍聴、参加が可能な会議、集会等。

２．登録の対象外

（考え方）
○記録制度のあるものや周知の事項、単なる感想、所管外の事項は、対象外とし、職員の負担を軽減する

（具体例）

※「府民の声」とは、府民（府外在住者を含む）の府への申出をいう

－６－




